
 
 

 

 

 

令和６年７月１０日 

北九州市教育委員会 

報道機関 各位 

 

夏休みに文化施設等を巡る「特典付きパスポート」を 

１７市町のこどもたちに配布します！ 
 

 

 

 

 

 

 

１ 概要 

（１）期間 

令和６年７月１９日（金）～９月１日（日） ※４５日間 

（２）対象者 

令和６年度に３歳以上中学生以下で、次のいずれかを満たす人。 

    ① 参加自治体（※）に住んでいる。 

    ② 参加自治体の保育所（園）、幼稚園、小・中・特別支援学校等に通っている。 

※ 参加自治体（下線の自治体は、今年度から参加） 

北九州市、直方市、行橋市、豊前市、中間市、宮若市、芦屋町、水巻町、岡垣町、 

遠賀町、小竹町、鞍手町、香春町、苅田町、吉富町、下関市、長門市（１７市町） 

 

（３）対象施設と特典 

上記１７市町の全７３施設（うち、北九州市内は３１施設）で、対象のこどもに、 

入場料の減免（無料または割引）やノベルティ配布等を行います。 

    ※対象の施設は、別紙のとおりです。 

    ※特典は施設によって異なりますので、市のホームページで確認してください。 

      https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kyouiku/file_0012.html 

 

 

２ 特典付きパスポートの利用方法 

   北九州市のホームページに掲載したパスポートを、 

スマートフォン等にダウンロードするか印刷して、 

対象施設の窓口で提示する。 

   ※パスポートは７月１９日（金）に公開します。 

 

 

【お問い合わせ先】 
教育委員会企画調整課 
課長：栗原、係長：岡本 
電話：０９３－５８２－２３５７ 

夏休み期間にこどもたちが地域の文化・歴史・自然に接する機会を増やすことを目的に、 

対象の施設を無料や一部割引などで利用できるなどの特典が受けられるパスポートを、 

北九州市のホームページ上で配布します。 

※この事業は、北九州都市圏域連携中枢都市圏ビジョンや関門連携に位置付けて、 

実施しています。 

（パスポートイメージ） 

 夏休みを利用して、「歴史・自然」に 

触れてみませんか？ 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kyouiku/file_0012.html


 


